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1．大気質事後調査の基本事項 

1.1．概 要 

大気質の事後調査は、降下ばいじん【以下『粉じん等』という。】を対象に、「二上砕石場拡張

事業に係る環境影響評価書」（平成26年3月）【以下『評価書』という。】における“9.事後調査”

に基づく調査方法により行った。調査した情報及び調査の手法は、第2回報告に示したとおりであ

る。 

なお、本報告は、「冬季（2025年10月31日～2026年1月30日）に実施した粉じん等調査結果」を

とりまとめたものである。 

 

1.2．調査地点 

粉じん等の調査地点（※1）及び粉じん等の監視地点（※2）の位置を表 1.1、図1.1に示す。調

査地点は、粉じん等の発生状況を継続的に把握・監視できる地点として選定した。粉じん等の調

査は6地点、粉じん等発生状況監視地点は1地点である。 

 

＜調査地点の経緯＞ 

調査地点 Cは、地元の要望から春季（2014年（平成 26年）1月 30日～4月 29日）は事業実施

区域周辺の民家近傍③（奈良県香芝市穴虫 2452）で実施していたが、2014年の夏季以降の調査は

事業実施区域内（骨材プラント周辺）で行った。なお、2021年1月に移動式骨材プラントが北側へ

移設するため、それに合わせて地点Cも北側の旧計量所横に移設した。 

調査地点 Gは、主に本事業地に隣接するワザト地区の農地造成工事に伴い発生する粉じん等の

影響を監視することを目的として、2017 年（平成 29 年）度秋季調査から造成工事が完了するま

での期間を対象に設置した地点である（2017年（平成 29年）7月 28日設置、同年 8月 1日から

粉じん等の監視測定を開始）。本地点は、造成工事が完了したため、2019年（平成 31年）1月末

に測定を終了した。 

調査地点Ｆは、主に産業廃棄物中間処理施設の稼働に伴い発生する粉じん等の影響を監視する

ことを目的として設置した地点である。近年、設置地点周辺における植生の発達に伴い、ダスト

ジャー内に植物片が混入する事例が確認されている。また、当該地点は斜面の途中に位置してい

るため、回収作業時にやや危険を伴う状況であった。これらの理由から、安全かつより正確な降

下ばいじん測定を行うため、2025年（令和 7年）10月 31日に、地点Ｆを産業廃棄物中間処理施

設により近く、回収作業を安全に実施できる雨水処理施設処理水槽上へ移設した。 

※1 『評価書』では、地元との覚書に基づき、拡張事業の実施前から継続して粉じん等の調査
を実施している。また、その後の地元の要望により、1地点については調査地点を移動（地
点C（事業実施区域周辺の民家近傍③）を地点Eに移動）し、さらに新たに1地点を追加（地
点D）している。 

※2 『評価書』では、事業実施区域全体を見渡せる残土山にカメラを設置する計画としていた
が、メンテナンスの関係から事業実施区域のほぼ全体を見渡せる骨材プラントが稼働する
施設の管理棟の上屋近傍に設置した。その後、固定式から移動式骨材プラント施設への変
更・稼働に伴い、ＣＣＤカメラは骨材プラント西側の廃タンク頂上部に移設した（2020年4月8
日から移設作業を開始し、4月9日に移設完了し監視を継続）。なお、確認は、移設地点近傍の管理
棟で実施している。 
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表 1.1 粉じん等の調査地点及び発生状況監視地点 

調査 
区分 

番
号 

調査地域及び調査地点 所在地 備 考 

粉じん等
の調査 

A 事業実施区域に最も近い民家近傍① 
奈良県香芝市 
穴虫2254 

『評価書』と同一地点 

B 事業実施区域周辺の民家近傍② 
奈良県香芝市 
穴虫3274 

『評価書』と同一地点 

C 

事業実施区域周辺の民家近傍③ 
（下記の骨材プラント近傍に変更） 

奈良県香芝市 
穴虫2452 

『評価書』と同一地点 

事業実施区域内（骨材プラント近傍） 
奈良県葛城市 
加守堂ヶ谷1500 

『評価書』と同一地点 

D 事業実施区域周辺の民家近傍④ 
奈良県香芝市 
穴虫1861-3 

地元要望による 
追加調査地点 

E 事業実施区域周辺の民家近傍⑤ 
奈良県香芝市 
穴虫1360-1 

地元要望による 
地点C（事業実施区域
周辺の民家近傍③）か
らの移動調査地点 

F 

事業実施区域内 
（産業廃棄物中間処理施設近傍） 

奈良県香芝市 
穴虫2624-1 

『評価書』と同一地点 

事業実施区域内 
（産業廃棄物中間処理施設近傍の雨
水処理施設処理水槽上） 

奈良県香芝市 
穴虫2624-1 

地点F（産業廃棄物中
間処理施設近傍）から

の移動調査地点 

G 
事業実施区域に隣接するワザト地区
の農業造成区域内 
（調査終了） 

奈良県香芝市 
穴虫2307 

期間限定調査地点 
ワザト地区の調整池 

天端に設置 

粉じん等
の発生 
監視 

① 
事業実施区域内（移動式骨材プラント
西側の廃タンク頂上部・モニタリング
は近傍の管理棟で実施） 

奈良県葛城市 
加守堂ヶ谷1500 

移動式骨材プラント 
施設の稼働に伴い 
ＣＣＤカメラを移設 

注 1．表中の番号は、図1.1と対応している。 

2．地点Cの事業実施区域周辺の民家近傍③は、2014年（平成26年）度に春季（2014年（平成26年）1月30日～2014年

（平成26年）4月29日）のみの調査を行った地点である。それ以降は、調査地点を事業実施区域内（骨材プラン

ト近傍）に変更した。なお、2021年1月に移動式骨材プラントが北側へ移設するため、それに合わせて地点Cも北

側の旧計量所横に移設して調査を実施しており、2022年3月23日～6月1日は骨材プラント移動工事に伴い旧計量

所横から砕石事務所付近へ一時的に地点移設を行った。また、砕石プラント移設完了に伴い2022年6月2日より

砕石事務所付近より約280ｍ南東側に移設した。 

3．地点Fの事業実施区域内（産業廃棄物中間処理施設近傍）は、当初から2025年（令和7年）10月31日まで調査を行

った地点である。2025年10月31日以降、調査地点を事業実施区域内（産業廃棄物中間処理施設近傍）から約60m

東に移動した地点である事業実施区域内（産業廃棄物中間処理施設近傍の雨水処理施設処理水槽上）に移設を行

った。 

4．監視媒体のＣＣＤカメラは、当初、固定式骨材プラント施設の管理棟上屋近傍に設置していた。移動式骨材プラ

ントの稼働に伴い、ＣＣＤカメラは骨材プラント西側の廃タンク頂上部に移設した（2020年4月8日から移設作業

を開始し、4月9日に移設完了し監視を継続）。なお、確認は、移設地点近傍の管理棟で実施している。 
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1.3．調査期間 

粉じん等の調査及び粉じん等の発生監視期間は、拡張事業開始から既認可区域の修景緑化まで

の期間を基本とする。表 1.2に示す期間は、本報告（第47回報告）で対象とした期間である。 

 

表 1.2 調査期間 

調査区分 調査項目 調査地点 調 査 期 間 

現地調査 
降下ばいじん量 

（成分の分析を含む） 
A～F 冬季：2025年10月31日～2026年1月30日 

定点監視 
CCDカメラによる監視 

（粉じんの拡散状況の把握） 
  冬季：2025年12月17日～2026年3月17日 

注1．表中の調査地点における番号は、表 1.1及び図1.1と対応している。  
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図 1.1 粉じん等の事後調査地点位置 
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2．調査結果 

2.1．降下ばいじん及び降下ばいじん成分分析の状況（2025年度冬季調査） 

冬季における降下ばいじん及びその成分分析結果を表 2.1に示す。 

降下ばいじん量（総量）は、1.1（地点Ｂ：事業実施区域周辺の民家近傍②）～34（地点Ｆ：事

業実施区域内（産業廃棄物中間処理施設内の雨水処理施設処理水槽上）であり、地点Ｃ（事業実

施区域内（骨材プラント近傍））および地点Ｆ：事業実施区域内（産業廃棄物中間処理施設内の

雨水処理施設処理水槽上））を除く4地点は、いずれも参考となる値※10ｔ/㎢/月以下であった。 

岩石や砂・土の成分であると推測される全シリカ（粉じん等の主たる発生源）の値は、0.01未

満（地点Ａ：事業実施区域に最も近い民家近傍①、地点Ｂ：事業実施区域に最も近い民家近傍②、地

点Ｄ：事業実施区域に最も近い民家近傍④および地点Ｅ：事業実施区域の民家近傍⑤）～0.09（地点Ｆ：

事業実施区域内（産業廃棄物中間処理施設内の雨水処理施設処理水槽上））ｔ/㎢/月であった。 

参考値※：降下ばいじんについて、法令等による基準は定められていないが、「道路環境影響評

価の技術手法（2014改訂版）」の内容から、降下ばいじんの総量が10ｔ/㎢/月以下で

あれば生活環境の保全上問題がないと考えられている。 

 

表 2.1 降下ばいじん及び降下ばいじん成分分析結果 【2025年度冬季調査】 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

項目 単位 地点A 地点B 地点C 地点D 地点E 地点F 分析方法

貯水量 ℓ 0.66 0.81 0 0.20 0 0 容量法

総量 t/km2/月 1.5 1.1 18 5.1 1.8 34 計算

不溶解性成分 t/km2/月 1.1 0.65 14 2.3 1.2 29 重量法

タール分 t/km2/月 0.15 <0.01 0.05 <0.01 <0.01 <0.01 重量法

タール分以外可燃物質 t/km2/月 0.77 0.42 11 2.2 1.0 25 計算

灰分 t/km2/月 0.20 0.23 3.6 0.15 0.19 4.0 重量法

Ｆｅ t/km2/月 0.040 0.015 0.39 0.027 0.036 0.75 ICP発光分光分析法

溶解性成分 t/km2/月 0.36 0.45 3.5 2.8 0.57 4.7 重量法

ｐＨ － 6.9 6.2 6.1 7.2 7.1 8.5 ガラス電極法

カルシウムイオン t/km2/月 0.04 0.03 0.16 0.03 0.06 0.84 ICP発光分光分析法

塩素イオン t/km2/月 0.07 0.07 0.17 0.23 0.08 0.48 イオンクロマトグラフ法

硫酸イオン t/km2/月 0.23 0.21 0.23 0.62 0.13 1.4 イオンクロマトグラフ法

鉄イオン t/km2/月 <0.001 <0.001 0.005 <0.001 <0.001 0.001 ICP発光分光分析法

全シリカ t/km2/月 <0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.09 吸光光度法
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1）地点Ｃ（事業実施区域内（骨材プラント近傍）） 

地点Ｃ（事業実施区域内〔骨材プラント近傍〕）において、降下ばいじん量（総量）は 18t/㎢

/月であり、「参考となる値（10t/㎢/月）」を超過した。このうち「不溶解性成分」は 14t/㎢/月

を占めている。また、「不溶解性成分」のうち有害物質である「タール分」は 0.05t/㎢/月であ

り、「タール分以外の可燃物質（非有害物質）」は 11t/㎢/月で、「総量」の６割程度であった。 

本調査期間においては、12 月 26 日から１月 30 日までの累計降水量が 4.0mm と著しく少なく

（気象庁：葛城地域気象観測所〔アメダス〕参照）、乾燥した状態が続いていた。このため、砂

じん等が巻き上がりやすい環境となっており、「総量」の増加につながり、「参考となる値」を

超過したものと考えられる。今後は、冬季に乾燥した状態が続く際には、散水量を増加させるな

どの対応により、降下ばいじん量の低減に努めていく。 

 

2）地点Ｆ（事業実施区域内（産業廃棄物中間処理施設内の雨水処理施設処理水槽上）） 

地点Ｆ（事業実施区域内〔産業廃棄物中間処理施設内の雨水処理施設処理水槽上〕）において、

降下ばいじん量（総量）は 34ｔ/㎢/月であり、「参考となる値（10ｔ/㎢/月）」を超過した。こ

のうち「不溶解性成分」は 29ｔ/㎢/月を占めている。また、「不溶解性成分」のうち有害物質で

ある「タール分」は 0.01ｔ/㎢/月未満であり、「タール分以外の可燃物質（非有害物質）」は 25

ｔ/㎢/月と、「総量」の７割程度であった。 

上記のとおり、降雨が少なく乾燥した日が続いていたことから、粉じん等が飛散しやすい環境

であったことも影響し、「参考となる値」を超過したものと考えられる。 

 

2.2．ＣＣＤカメラによる監視状況 

移動式骨材プラント施設の南側に位置する廃タンク頂上に移設・設置したＣＣＤカメラから映

し出される映像を通して、これまでと同様に、骨材プラントの稼働などにより発生する粉じん等

の拡散状況を把握した。 

調査の結果、本報告期間内の骨材プラント稼働中は、粉じん等が目に見えて局地的に集中する

ような状況は確認されなかったため、機械の稼働を一時中断する等の措置は講じなかった。 
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3．参考資料（降下ばいじん調査地点の光景（2025年度冬季試料回収時）  

【全地点共に2026年1月30日撮影】 

＜地点Ａ：事業実施区域に最も近い民家近傍①＞ 

  

 

 

 

 

＜地点Ｂ：事業実施区域周辺の民家近傍②＞ 

  

 

 

 

 

写真左上：調査地点全景 

写真左下：分析試料（上から） 

写真右上：分析試料（横から） 

写真左上：調査地点全景 

写真左下：分析試料（上から） 

写真右上：分析試料（横から） 
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【全地点共に2026年1月30日撮影】 

＜地点Ｃ：事業実施区域内（骨材プラント近傍）＞ 

  

 

 

 

 

＜地点Ｄ：事業実施区域周辺の民家近傍④＞ 

  

 

 

 

 

 

写真左上：調査地点全景 

写真左下：分析試料（上から） 

写真右上：分析試料（横から） 

写真左上：調査地点全景 

写真左下：分析試料（上から） 

写真右上：分析試料（横から） 
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【全地点共に2026年1月30日撮影】 

＜地点Ｅ：事業実施区域周辺の民家近傍⑤＞ 

  

 

 

 

 

＜地点Ｆ：事業実施区域内（産業廃棄物中間処理施設内の雨水処理施設処理水槽上）＞ 

  

 

 

 

 

 

写真左上：調査地点全景 

写真左下：分析試料（上から） 

写真右上：分析試料（横から） 

写真左上：調査地点全景 

写真左下：分析試料（上から） 

写真右上：分析試料（横から） 


